
北海道愛食大使

認定事業のご案内
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北海道農政部食の安全推進局食品政策課

認定事業のご案内



「北海道愛食大使」とは

� 北海道では、道外で北海道産食材を使用した料理を提供
している外食店や中食店を、「北海道愛食大使」として認定
しています。
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� 認定店には、北海道産食材のお料理の提供を通して、
そのおいしさや品質の良さ、さらにはおいしい食べ方など
について、お客様に広く伝えるという役割を担っていただい
ています。



対象となるお店

１．１．１．１．道外に所在する外食店及び中食店。

２．２．２．２．北海道産食材のみを使用した料理を、２品以上提供して

以下の３点を全て満たしているお店が、認定の対象です。
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２．２．２．２．北海道産食材のみを使用した料理を、２品以上提供して
いること。
※但し、調味料や装飾的な食材は、必ずしも北海道産にこだわりません。

※提供している期間は、必ずしも通年である必要はありません。

３．３．３．３．食材の原産地表示を行っていること。
※表示は「メニューに記載」、「店内の黒板で記載」等、お客様に的確に伝わる
方法であれば、いずれでも結構です。

☆その他詳細な基準はお問い合わせください。



認定店になると・・・

� 「北海道愛食大使認定証」及び「北海道愛食大使
認定ステッカー」を交付します。

� 店頭表示やＰＲ用チラシなどに「北海道愛食大使認
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� 店頭表示やＰＲ用チラシなどに「北海道愛食大使認
定店」の表示をすることができます。

� 道庁ホームページや関係機関・団体などを通じ、認
定店を広くＰＲします。

� 「北海道農業・農村情報紙confa（コンファ）」など、
道産食材に関する各種情報や資料を提供します。



認定店の役割

� 認定証等をお客様の見やすい場所に掲示し、
北海道産食材の一層の利用促進にご協力く
ださい。
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� 北海道産食材の持ち味を生かしたお料理の
提供を通して、お客様に北海道産食材の良
さをお伝えください。

� 北海道庁の事業等に、ご協力をお願いする
こともあります。



応募手続きについて

� 認定に際して、費用はかかりません。

� ご応募は、随時受け付けます。
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� ご応募は、随時受け付けます。

� 応募先は次のとおりです。

北海道農政部食の安全推進局食品政策課６次産業化推進グループ宛

〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目

電話 011-204-5432(直通)



応募に必要な書類

� 北海道愛食大使認定申込書（第１号様式）

� 会社概要
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� 北海道産食材を使用した料理の写真（画像データ）

� 原産地表示の状況が分かるメニュー・写真など

� お店のパンフレット、新聞・雑誌の紹介記事など（任意）



ホームページのご案内

事業の内容や、認定店の
紹介、申込書のダウン
ロード等は、道庁ホーム
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【URL】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/taishi.htm

ロード等は、道庁ホーム
ページをご覧ください。

※ホームページをご覧いただけない
場合は申込書を郵送いたします。

愛食大使 検索検索検索検索



お問い合わせは・・・

北海道農政部食の安全推進局

食品政策課 ６次産業化推進グループ
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住 所：北海道札幌市中央区北３条西６丁目

電話 ： （０１１）２３１－４１１１ 内線２７－６８５

ご応募をお待ちしております！


